
 

 ひとり親家庭等ホームフレンド派遣事業（徳島県委託事業） 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談、遊びなどを通じた簡単な生活指導や簡単な学習指導など。 

★学習指導については、学力向上を目的としたものでなく、学習習慣の定着を目指します。 

★保護者の在宅時間に訪問します。 

 

 

 

 

援 助 内 容 

思春期なのか、親にあまり話をしなくなっ

た。言うこと聞かないし、何を考えているの

か分からなくて困っています。。。 

 

ひとり親家庭のみなさん 
～お子さんの生活習慣や学習習慣の定着にお悩みではありませんか？～ 

が訪問サポートします！ 

 

兄弟がいないか

ら、兄的な存在で

とても楽しく過

ごせる！ 

そうだ！！！ 

援 助 期 間 

 

 こんなお悩みありませんか？？ 

訪問回数は月 2回以内 

1回の派遣時間は 2時間程度 

派遣期間は 6 ヶ月 

（ただし、児童の状況に応じて延長が可能です。） 

なかなかやる気が 

出ないんだよね～ 

 

 

 

ホームフレンド 

に来てもらおう！ 

公益財団法人  

徳島県母子寡婦福祉連合会 
TEL:０８８－６５４－７４１８ 

          ７４１４ 

対  象 ひとり親家庭の 小学生、中学生、高校生までの児童 

★年齢の近い、お兄さんお姉さんには話しやすいかも！ 

★ホームフレンドと一緒なら学習習慣の定着が期待できます！ 

 

教員・公認心理師・臨床心理士・保育士などを目指している大学生･大学院生や

それらの資格を有している方などが家庭に訪問します。 

tel:０８８－６５４－７４１８


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

公益財団法人 

徳島県母子寡婦福祉連合会 

〒７７０－０９４３ 

徳島市中昭和町１丁目２ 

徳島県立総合福祉センター２F 

☎ ０８８（６５４）７４１８・７４１４ 
E-mail:boshi-05@song.ocn.ne.jp 

 

お気軽にお問合せください。 

お待ちしています。 

 
 

 

 

① 家庭教育相談会に参加 

ホームフレンド利用を希望するひとり親家庭のお母さん、お父さんは 

 『ひとり親家庭のための家庭教育相談会』への参加をお願いします。 

（教員経験者である相談員が、お子さんに関する悩み、 

不安に思っていることなどについて相談に応じ、希望されるホームフレンドの 

援助内容や派遣期間などについてお聞きします。） 

相談会は秘密厳守で個別に行いますので、安心してご参加ください。 

 

② 登録申請  

市町村役場の福祉担当課、または 

徳島県母子寡婦福祉連合会にて、登録申請を行ってください。 

 

③ ホームフレンド派遣申請書を徳島県母子寡婦福祉連合会に提出します。(郵送可) 

 

④ 徳島県母子寡婦福祉連合会が派遣するホームフレンドを選定し、連絡します。 

 

⑤ ホームフレンドが自宅等を訪問します。 

（訪問日時はホームフレンドと派遣先家庭のご都合で決定します。） 

    

 

 

ホームフレンドの派遣を希望する方  


